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　2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻。

３年半経ったいまも戦争終結の見通しはいまだ立っていま

せん。

　同年に立ち上げられた「あいち・なごやウクライナ避難

者支援ネットワーク」の事務局をRSYが担い、119、

122号で避難者支援について掲載しました。

　その後も新しく来日する方や県外からの転入が後を立た

ず、支援を必要とする方は増え続け、現在、愛知・岐阜・

三重で130名程を支援しています。

　今号はこれまでの活動の内容や課題について、あらため

て整理しました。

主な課題の変遷

・生活必需品の調達
・各種手続きの支援
・日本語の学習

・生活消耗品の調達
・各種必要な手続き
・避難長期化による
日本語の習得

・就学、就労
・経済的な不安
・身体、精神的ケア

侵攻から逃れて日本へ　
　(2022年度)

　ロシアによる侵攻が始まった当初は、
日本に住む家族を頼る形で、高齢女性や
母子が主に避難して来ました。最小限の
荷物を持って緊急避難をしてきた方が多
く、基本的に身の回りのことは受け入れ
た身元保証人が対応し、私たちは生活必
需品の調達や、公的支援を受けるための
サポートを行いました。この頃はすぐに国
に戻ることができると信じ、頑なに日本語
を覚えようとしない方もいました。しか
し、避難生活が長引く中、少しでも生活の
足しにとパートタイムで働く方も徐々に
増えていきました。

一時避難から長期滞在へ
　(2023年度)
　名古屋市が身元保証人がいない人の
受け入れを可能にしたこともあり、夏ごろ
から新規来日者とは別に、日本国内の他

地域から名古屋市に転入する10~５０代
の単身者が増えました。「今より仕事があ
りそう」「避難者が多いから」「支援団体が
あるから」と、理由は様々です。単身者は
頼れる家族や身元保証人がおらず、行政
手続きや住宅の契約をはじめ、家財の調
達や病院の同行など、個々の様々な要望
に対する伴走支援を行っています。
　避難生活が１年を経過する頃から、就
労を希望する人や、日常生活に必要な日
本語を身につけたいと考える方が増えま
した。しかし日本語が話せないことでキャ
リアを活かせず、主な雇用は肉体労働の
ために心身の負担が多く、長期的な継続
が難しいと考える方が増えています。
　またこの頃から公営住宅で一人暮らし
を希望する方も増えてきました。親族との
同居は肩身が狭く感じることも多く、関係
が悪化してしまうケースも稀にあります。
そのため、引っ越しの支援が増え、家族間
の相談ごとをお聞きするケースもありま
した。そんな中、心身ともに疲弊する避難

者に何ができるかを考えました。ネット
ワークには東日本大震災の広域避難者
支援に携わっているメンバーも複数おり、
当時開催した交流会が大いに参考になり
ました。避難者に海が好きな方が多いこ
とから、“日本の温泉”を体験してもらいつ
つ海の見えるホテルでゆっくり休んでい
ただき、自治体や名古屋出入国在留管理
局、弁護士や臨床心理士、医師などが参
加する総合的な相談会を開催しました。
80名ほどの避難者やその家族が参加、翌
年も同様に開催しました。これらはその
後も相談できる関係づくりも目的として
います。
　長期化する状況を見据え、12月に「補
完的保護対象者認定制度」が施行されま
した。これにより「定住者」の在留資格が
得られ、希望者は日本で自立して安定し
た生活を送ることを目的とした定住支援
プログラムに参加できるようになります。
避難者自身も、長期化する生活を支える
ために複数の仕事に就く方が増えてきま

伴走から縁の下の力持ちへ

ウクライナ侵攻から３年半

・支援金の縮小
・帰国、出国、定住
の選択の岐路
・子どもの教育環
境の改善、充実

・生活保護の需給
・定住に向けた交
流、支援
・就労に必要な日
本語の習得

※毎年新たに避難してくる人もいるため、課題は増えども減ることはない

補完的保護対象者：難民条約に定める「難民」以外の者で、迫害を受けるおそれがある理由が、人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員・政治的意見以外の人を指す

RSYに届けられた物資を
持ち帰る際に、日本語の内
容を通訳に訳してもらう

避難直後 半年後～ ２年後～
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した。
課題が減らないことが課題
(2024年度～現在)

　滞在の長期化につれ正社員やフルタイ
ムという働き方も増えました。しかし、日
常会話に問題がないほどの日本語能力が
あっても、読み書きの壁を理由に不採用
となることが本当に多く、そういったこと
が繰り返された結果、『自分はなにもでき
ない。世の中に必要とされていない』と思
いつめる方もいます。
　また、高齢者はそもそも就労が難しく、
受け入れ側が生計を担えないケースもあ
ります。精神的な問題により就労が難し
い方もおり、生活保護の申請を考える方
が出てきました。一方、これまで免除を受
けていた国民年金をあえて支払い、本格
的な日本での定住を決意した世帯もあり
ます。
　子どもの教育についてもさまざまな課
題があります。低学年までは馴染めても、
中学年以上になると、日本語の授業につ
いていけず、学習が疎かになる傾向があ
ります。日中は日本の授業を受け、夜間に
オンラインでウクライナの授業を受ける
子もいます。また日本の教育スタイルに馴
染めず不登校になるケースもあります。イ
ンターナショナルスクールも、授業料の免
除があるとはいえ、経済的な負担が大き
な課題になっています。中には未成年で
単身避難する人もおり、本来ならば親に
相談することも日本ではなかなか叶わ
ず、生活の乱れにつながることが懸念さ
れています。

　侵攻による精神的負担を強いられなが
ら避難してきた上に、文化の違う日本の
生活は到底容易ではありません。「課題が
減らない」ことも課題のひとつです。

３つの「選択」

　避難から２年が経ち、政府や民間によ
る生活支援金の支給期限の終了に伴い、
「帰国」「第三国への出国」「日本定住」の
３つの選択の岐路に立つ人が出てきてい
ます。
　ウクライナ本国での復職や、子どもの
ため、本国に残した家族のためにと考え
る人は「帰国」を選択。徴兵されるので本
国に戻れない、日本での生活に馴染めな
い、就労が難しいなどと考える人は「第三
国への出国」を選択。高齢で移動がまま
ならない、家を破壊され戻る住まいがな
い、戻っても仕事が見つからない、日本が
好き、日本に馴染むことができた人など
は「日本での定住」を選択しています。
　ただ、戦争が終わらない中、次の一歩
を決めることは難しく、選択が覆ることも
少なくありません。

伴走から縁の下の力持ちへ

　当初、避難は一時的であり戦争が終
わったらすぐに本国に戻れると多くの避
難者が思っていました。しかし、避難生活
は長引き、”避難”ではなく”日本で生活”
することを選択せざるを得なくなってき
ました。
　避難当初はとにかく伴走支援をしてき
ましたが、定住を選択する人については、

ご自身で解決できるようになることを前
提としたサポートを心掛けるようになり
ました。これまでは避難者同士が集う場
や、癒しの場作りを主とした交流会も、今
後は日本人や先住の外国の方との交流
を増やし、自然な会話を通して日本語を
学べる機会や、相談者として頼りになる
移住の”先輩”と出会う機会を提供できた
らと考えています。そのために、同様の課
題に向き合う他地域の支援団体との情
報共有も大切にしています。

ともに支え合える仲間として

　2024年に発生した能登半島地震の
際、RSYが行った募金活動に、ウクライナ
避難者が参加してくれました。同年４月と
2025年６月には、RSYが支援する穴水
町で、日本ウクライナ文化協会がウクライ
ナの代表料理ボルシチを振舞いました。
避難者宅にも訪問し、避難と被災という、
経験者にしかわからない心の交流もでき
ました。“日本で受けた恩を返したい“”大
変な想いをしている日本人に少しでも役
に立てば“と、多くの方が協力して下さる
姿に、支援し合う関係の大切さを実感し
ました。
　私たちネットワークは、誰一人孤立せ
ず、孤独に陥らせないことを理念としてい
ます。また、戦争によって精神的苦痛を抱
えるウクライナ避難者に笑顔で生活して
もらえることを喜びとしています。一方的
な支援ではなく、共に日本で生活する仲
間として支え合える関係になることが理
想ですし、そうなることを願っています。

穴水町の仮設住宅で炊き出し：赤いスープに驚くも、
「意外と食べ慣れた味！」と美味しそうにほおばる

大交流会［相談会］：日本語ブースにて日本語を
習得できる場所を探す大交流会［余興］：サプライズでメッセージをかかげ、感謝の

気持ちを伝えてくれた


